
第１

議 案 第 ３ 号 令和２年度南あわじ市一般会計補正予算（第１２号）

議 案 第 ８ 号 令和２年度南あわじ市福良財産区特別会計補正予算（第１号）

議 案 第 ９ 号 令和２年度南あわじ市北阿万財産区特別会計補正予算（第１号）

議案第１０号 令和２年度南あわじ市沼島財産区特別会計補正予算（第１号）

議案第２３号 行政手続に関する押印の見直しに伴う関係条例の整理に関する条
例制定について

議案第２４号 南あわじ市消防団条例の一部を改正する条例制定について

議案第２５号 南あわじ市立学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例
制定について

議案第２６号 南あわじ市スポーツセンター条例の一部を改正する条例制定につ
いて

議案第２７号 南あわじ市慶野松原ビーチバレーコート条例の一部を改正する条
例制定について

議案第２８号 南あわじ市公民館条例の一部を改正する条例制定について

議案第３３号 公の施設の指定管理者の指定について（南あわじ市吹上浜野外教
育センター）

議案第３５号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画の策定について（安住
寺辺地）

議案第３６号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画の変更について（吉
野・惣川・黒岩・白崎・来川辺地）

議案第４４号 令和２年度南あわじ市一般会計補正予算（第１３号）

第２

議 案 第 ４ 号 令和２年度南あわじ市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議 案 第 ５ 号 令和２年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第２号）

議 案 第 ６ 号 令和２年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計補正予算
（第２号）

議 案 第 ７ 号 令和２年度南あわじ市国民宿舎事業特別会計補正予算（第１号）

議案第２９号 南あわじ市障害者福祉施設条例の一部を改正する条例制定につい
て

議案第３０号 南あわじ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料
に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第３１号 南あわじ市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例制定に
ついて

議案第３２号 南あわじ市陸の港西淡条例の一部を改正する条例制定について

議案第４号～議案第７号、議案第２９号～議案第３２号、議案第３４号、議案第３７
号～議案第４３号（１６件一括上程）

第１０１回南あわじ市議会定例会議事日程（第７号）

令和３年３月２６日（金）午前１０時開議

議案第３号、議案第８号～議案第１０号、議案第２３号～議案第２８号、議案第３３
号、議案第３５号、議案第３６号、議案第４４号（１４件一括上程）



議案第３４号 公の施設の指定管理者の指定について（丸山海釣り公園、生産物
直売所、丸山漁業活性化センター）

議案第３７号 市道路線の認定について

議案第３８号 市道路線の変更について

議案第３９号 財産の取得について

議案第４０号 南あわじ市介護保険条例の一部を改正する条例制定について

議案第４１号 損害賠償額の決定及び和解について

議案第４２号 損害賠償額の決定及び和解について

議案第４３号 損害賠償額の決定及び和解について

第３

議案第１１号 令和３年度南あわじ市一般会計予算

議案第１２号 令和３年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算

議案第１３号 令和３年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１４号 令和３年度南あわじ市介護保険特別会計予算

議案第１５号 令和３年度南あわじ市土地開発事業特別会計予算

議案第１６号 令和３年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計予算

議案第１７号 令和３年度南あわじ市国民宿舎事業特別会計予算

議案第１８号 令和３年度南あわじ市下水道事業会計予算

議案第１９号 令和３年度南あわじ市広田財産区特別会計予算

議案第２０号 令和３年度南あわじ市福良財産区特別会計予算

議案第２１号 令和３年度南あわじ市北阿万財産区特別会計予算

議案第２２号 令和３年度南あわじ市沼島財産区特別会計予算

第４ 請 願 第 １ 号 日本政府に核兵器禁止条約へ参加し署名・批准を求める請願書

第５

発 委 第 １ 号 南あわじ市議会会議規則の一部を改正する規則制定について

発 委 第 ２ 号 南あわじ市議会委員会条例及び南あわじ市議会政務活動費の交付
に関する条例の一部を改正する条例制定について

第６

第７

議員派遣の申し出

議会運営委員会、常任委員会の閉会中の継続調査の申し出

議案第１１号～議案第２２号（１２件一括上程）

発委第１号、発委第２号（２件一括上程）



南あ わじ市議会議長　　長　 船　 吉　 博　様
ｊ　ｉ

総務夕教常任委員長　　小　島

令５Ｆ口 ３年 ３Ｊ１１ ９日

ＩＨ －ｊ ，ｌ－，－． ｜． ．・ヽヽ いＬ

呉古旅匸Ｘ

言言言へ

委　員　会　審　ま　報　き　書

本委員会 にイ才託の事件は、審をの結果下Ｅのと おり 決定 したから 、会議規覧第 １０８
条の規定によ り報告します。

記　　　　　　　　　　　　匸

議案 番硲 件　　　　　　　　名 結　果

售案 第３そ

議案 第８号

議案 第９号

議案 第１ ０号

議案 第２ ３倚

議案 第２ ４そ

議案 第２ ５そ

議案 第２ ６号

議案 第２ ７号

１

令和 ２年度南あわ じ市一般会計補ｍ予算 （第 １２ 倚）

令和 ２年度南あわ じ市福良財産 【Ｘ特加会計補ミ予算 （第
１号）

令私 ２年度南あわ じ市ｊヒＲ万財産ぼ特加会計補ｉＥ予算
（第 １号）

令和 ２年度南あわ じ市沼島財産区特Ｓリ会敖補ニＥ予算（第
１号）

行政手続に関する押印のえ直しに伴 う関係条Ｍの整をに
関する条例制定について

南あわじ市消防団条例の一部を改ｍする条例制定につい
て

南あわじ市立学校施設の開放に関する条例の一部を改ｉＥ
する 条例制定について

南あわじ市ス ポーツセ ンタ ー条例の一部を改ｍする条例
制定について

ｌ

南あわじ市慶Ｗ松原ビーチバレーコ ート条例の一部を改
ｍす る条例制定について

原案 ‾罵決

原案 １‘決

原案 １‘決

原案 ‾鳶決

罌、案虱決

罌、案可決

罌、案‾罵決

万案 鳫決

原案 虱決



議案 番号 件　　　　　　　　佑 結　果

議案 第２ ８号

議案 第３ ３号

議案 第３ ５号

議案 第３ ６号

議案 第４ ４倚

南あわじ市ぬ民館条例の一部を改ミする 条例制定につい
て

むの施設の詭定管Ｊミ考の聡定について （南 あわ じ市吹上
浜蒭夕４ヽ教育セ ンタ ー）

ｍ地に係 るぬ傴的施鼈の総合的な整備計画の策定につい
て（安住寺猖九）

ｌ

ｍ地に係 るぬ兵的施鼈の総合的な整備計画の変更につい
て（古作 ・惣川・ 黒岩 ・白崎・ 東川加地）

個和 ２年曵南あわ じ市一般会計補‾を予算（第ｉ ３そ）
｜

原秦 丿丁決

原秦 可決

原案 虱決

原案 虱決

罌、案可決



南あわじ市議会議長　　長　 船　 吉　博　様

令和 ３年 ３１ ２４日

産業厚生常任副委員長　　印　部　ぺ

■員 会。審を 報き書
Ｓ

ｊ

１　　　　・

本委員会にイ才託の事イ牛 は、 審まの旄果下記の とお り決定したか ら、 会議規ｍ第１ ０８
条の規定によ り報告します。

記

議案 番倚 件　　　　　　　名 結　果

議案 第４そ

議案 第５号

議案 第６号

議案 第７そ

議案 第２ ９昜

議案 第３ ０硲

議案 第３ １昜

議案 第３ ２号

令和 ２年度南あわ じ市国民健康保険特加会計補ｍ予算
（第 ４号）

令手口２ 年度南あわじ市介護Ｗ険特唇」会計補ｉＥ予算（第２
号）

令和 ２年度南あわ じ市産業廃棄物最終処分事業特ＳＩ」会計
補ｍ予算 （第 ２そ）

令和 ２年度南あわ じ市国民宿舎事業特別会計補ｉＥＥ予算
（第 １昜）

南あわじ市障害者福祉施鼈条Ｍの一部を改工Ｅする条佃丿市り
定について

南あわじ市特定教育・ 保育施ａ八び特定ｔ域型保育事業
の保育料に関する条例の一部を改ｍする条叺脆定につい
て

南あわじ市国民４康イ呆険診療所条例の一部を改ｍする条
例制定について

南あわじ市鼈の湊西淡条例の一部を改］ＥＥする条例制定に
ついて

原案 ｉｉ］‘決

罌、 案‾ぐ良

原案 虱決

罌、案ｉｉ］‘決

原案 ‾罵決

原案 可決

罌、案可決

原案 ‾吭決



議案 番そ 件　　　　　　名 結　果

議案第３ ４そ

議案 第３ ７そ

議案第３ ８号
ノ

議案 第３ ９倚

議案 第４　０　倚

議案第４ １倚

／

議案 第４ ２号

議案 第４ ３そ

ぬの施設の指定管ミ考の指定について（丸＼Ｘ」海お りな
園、 生産物直売所、九 日』 漁業ミ店性化セン ター）

市道路線のお定について

市道路線の変更について

財産の旬、得について

南あわじ市介護保獸条例の一部 を改ｊＥする 条例制定につ
いて

損害賠償額の決定‾反び和解について

損害賠償額の決定八び和解について

損害賠償額の決定八び和解について

原案 可決

原案 鳫決

罌、案１‘決

罌、 案ｊｊＴ決

罌、 案可決

罌、 案‾鳶決

罌、案１‘決

罌、 案可決



南あわじ市議会議長　　長　船　吉　博　様

予算書ま特Ｓ Ｉ」委員長　　 小　粫

委　員　会　審　ま　報　告　書

本委員会に付託の事件 は、
条の規定によ り報告し ます。

令和 ３年 ３１ １８日

毋示オ回言
子犬ｊｙｊ

審をの結果下おの とお り決定したか ら、 会議規則第１ ０８

記

議案 番倚 件　　　　　　　　佑 結　果

議案 第１ １号

議案第１ ２号

竃案 第１ なそ

議案第１ ４号

議案 第１ ５そ

議案第１　６　号

亀案第１　１７号

儀案第１ ８号

議案第１ ９号

議案 第２ ０号

議案 第２ １倚

徼案第２ ２号

令私 ３年度南 あわ じ市一般会計予算

令加 ３年度南あわ じ市ｍＲせ康保険特鬚会計予算

令加 ３年度南あわ じ市後期高齢者Ｅ療特加会計予算

令私 ３年度南あわ じ市介護保険特加会計予算

令手口３ 年度南あわじ市上せ開発事業特緊会計予算

「

令和 ３年度南あわ じ市産業廃棄物最終た分事業特ＳＩ」会計
予算

ｌ

令加 ３年度南あわ じ市国民宿舎事業特加会計予算

／

令和 ３年度南あわ じ市下水道事業会計予算

令和 ３年度南あわ じ市ぶ日ＥＩ財産［Ｘ特別会計予算

令和 ３年度南あわ じ市福良財産区特ＳＩ」会計予算

令和 ３年度南あわ じ市北Ｍ万財産［Ｘ特ＳＩ」会牡予算

令和 ３年度南あわ じ市沼粫財産区特ＳＩ」会計予算

原案 可決

原案 虱決

罌、案‾罵決

原案 虱決

罌、案可決

原案 ‾罵決

原案 可決

罌、案‾叭決

原案 可決

原案 可佚

筍、案丿丁決

丿京 案‾覡決

げ広壮Ｙ，
訃ブ・ヨ回汗フ



南あわじ市議会議長 長・船吉 博様

総務ウこ教常任委員長 小　ａ

鯖願 審ま 兼き■

令和 ３年 ３ｊｊ１ ９日

本委員会に付託の請願を審まの結１１、 下記のと おり 決定 したから、会議規ｍ第 １３８
条第 １項の規定に より 報告 しま す。　　　　　　　　　　　　　　　尚

記

請願 番号 件　　　　　　　　　名 結　果

請願 第！号 日本寡府に核兵器禁止条めへ参加しそネ ・批准を求める請
願書

万ヽ 採択



発委第１号

南あ わじ市議会議長　　長　船　　吉　博　　様

令和 ３年 ３Ｊ１　２　６　日

提ｍ者

議会運営委員長　　谷　 口　　博

南あわじ市議会会議規則の一部を改ｊＥする規則制定について

上Ｅの議案を、ｙ３１」紙のと おり ｊｉ力自治羝第１ ０９ 条第 ６Ｊ五回八び会議規覧第１　ｊ３条

第２項の規定によ り提ｍします。



 

 

南あわじ市議会規則第  号 

 

   南あわじ市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

南あわじ市議会会議規則(平成17年南あわじ市議会規則第1号)の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１項中「事故のため」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者

の出産補助その他のやむを得ない事由のため」に改め、同条第２項中「日数を

定めて」を「出産の予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）前

の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間

を明らかにして」に改める。 

第 89 条第１項中「事故のため」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者

の出産補助その他のやむを得ない事由のため」に改め、同条第２項中「日数を

定めて」を「出産の予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）前

の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間

を明らかにして」に改める。 

第 134 条第１項中「並びに請願者の住所及び氏名（法人の場合には、その名

称及び代表者の氏名）を記載し、請願者が押印」を「及び請願者の住所を記載

し、請願者が署名又は記名押印」に改め、同条第４項を同条第５項とし、同条

第３項を同条第４項とし、同条第２項中「請願を」を「前２項の請願を」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人

の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならな

い。 

第 147 条中「外とう、襟巻」を「コート、マフラー」に改め、「、携帯電話」

を削る。 

 

   附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



南あわじ市議会会議規則新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条 略  第１条 略  

（欠席等の届出） （欠席等の届出）  

第２条 議員は、事故のため出席できないとき又は遅参するときは、

その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければなら

ない。 

第２条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助

その他のやむを得ない事由のため出席できないとき又は遅参すると

きは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ

ばならない。 

 

２ 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらか

じめ議長に欠席届を提出することができる。 

２ 議員は、出産のため出席できないときは、出産の予定日の６週間

（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後

８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにし

て、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 

 

第３条～第88条 略  第３条～第88条 略   

（欠席の届出） （欠席の届出）  

第89条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、

当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。 

第89条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助

その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を

付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。 

 

２ 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらか

じめ委員長に欠席届を提出することができる。 

２ 委員は、出産のため出席できないときは、出産の予定日の６週間

（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後

８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにし

て、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。 

 

第90条～第133条 略 第90条～第133条 略  

（請願書の記載事項等） （請願書の記載事項等）  



第134条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日並びに

請願者の住所及び氏名（法人の場合には、その名称及び代表者の氏

名）を記載し、請願者が押印をしなければならない。 

第134条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請

願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければなら

ない。 

 

 ２ 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月

日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印を

しなければならない。 

 

２ 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしな

ければならない。 

３ 前２項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押

印をしなければならない。 

 

３ 略 ４ 略  

４ 略 ５ 略  

第135条～第146条 略 第135条～第146条 略  

（携帯品） （携帯品）  

第147条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、襟巻、

つえ、傘、携帯電話、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯し

てはならない。ただし、病気その他の理由により議長又は委員長の

許可を得たときは、この限りでない。 

第147条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、コート、マフラ

ー、つえ、傘、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯してはな

らない。ただし、病気その他の理由により議長又は委員長の許可を

得たときは、この限りでない。 

 

第148条以下 略 第148条以下 略  

   

 



 

 

提出の理由 

 

 この規則の一部改正は、女性をはじめとする多様な住民が議員として活動す

るに当たっての制約要因の解消に資するため、出産、育児、介護等を明文化す

るものです。また、特段の合理的な理由がある場合を除き、原則として押印の

廃止を広く推進している政府の方針を踏まえ、請願者に対し提出時に求めてい

る署名押印を署名又は記名押印に改め、これに併せて、請願者が法人の場合の

条文について規定の整備を行うものです。 

なお、附則でこの規則の施行日を令和３年４月１日と定めています。 

 

 

 

 



発委第２号

南あわじ市議会議長　　長　船　　吉　博　　様

令和 ３年 ３ｊ ２６日

提芭者

議会運営委員長　　谷　口　　博

南あわじ市議会委員会条タ１１ｊａび南あわ じ市議会政務き動費の　　　　二
Ｉ　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｌ　　　　　・

交付に関する条例の一部を改正する条例制定について

上Ｅの議案を、ＳＩ」紙の とお り地方自治伍第１ ０９ 条第 ６ＪＥ回八び会議規覧第１ ３条一

第２項の規定によ り祖１士ｈします。



 

 

南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市議会委員会条例及び南あわじ市議会政務活動費の交付 

   に関する条例の一部を改正する条例 

    

（南あわじ市議会委員会条例の一部改正） 

第１条 南あわじ市議会委員会条例（平成 17 年南あわじ市条例第 209 号）の一

部を次のように改正する。 

  第 30 条第１項及び第２項中「又は押印」を削る。 

（南あわじ市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正） 

第２条 南あわじ市議会政務活動費の交付に関する条例（平成 18 年南あわじ市

条例第 25 号）の一部を次のように改正する。 

別記様式中「経理責任者名    ㊞」を「経理責任者名」に改め、同様

式の別紙２中「代表者氏名    ㊞」を「代表者氏名」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 



南あわじ市議会委員会条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～29条 略 第１条～29条 略  

（記録） （記録）  

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な

事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければ

ならない。 

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な

事項を記載した記録を作成させ、これに署名をしなければならない。 

 

２ 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合におけ

る同項の署名又は押印については、法第123条第３項の規定を準用す

る。 

２ 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合におけ

る同項の署名については、法第123条第３項の規定を準用する。 

 

３ 略 ３ 略  

第31条 略 第31条 略  

   

 



南あわじ市議会政務活動費の交付に関する条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

別記様式（第10条関係） 別記様式（第10条関係）  

年 月 日  

南あわじ市議会議長 

           様 

南あわじ市議会 

会派名 

経理責任者名       ㊞ 

 

年度政務活動費収支報告について 

 

南あわじ市議会政務活動費の交付に関する条例第10条第１項に基づ

き、次のとおり報告書を提出します。 

 

１・２ 略 

 

年 月 日  

南あわじ市議会議長 

           様 

南あわじ市議会 

会派名 

経理責任者名 

 

年度政務活動費収支報告について 

 

南あわじ市議会政務活動費の交付に関する条例第10条第１項に基づ

き、次のとおり報告書を提出します。 

 

１・２ 略 

 

 

（別記様式の別紙１） 略 （別記様式の別紙１） 略  

（別記様式の別紙２） 

政務活動費支出明細書 

（単位：円）  

支出明細 

略 

 

（別記様式の別紙２） 

政務活動費支出明細書 

（単位：円）  

支出明細 

略 

 

 



支出証明書 

支出内訳 

支出年月日 支出先 金額 領収書等を徴し

難たかった事由 

年  月  日    

年  月  日    

年  月  日    

上記の金額を支払ったことを証明します。 

年  月  日 

南あわじ市議会 

会派の名称 

代表者氏名         ㊞ 
 

支出証明書 

支出内訳 

支出年月日 支出先 金額 領収書等を徴し

難たかった事由 

年  月  日    

年  月  日    

年  月  日    

上記の金額を支払ったことを証明します。 

年  月  日 

南あわじ市議会 

会派の名称 

代表者氏名 
 

（別記様式の別紙３） 略 （別記様式の別紙３） 略  

   

 



 

 

提出の理由 

 

 この条例の一部改正は、「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の

見直しについて」（令和２年７月７日総務省自治行政局通知）を受け、行政手続

における押印の見直しを行い、条例上の関係規定を改正するものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を令和３年４月１日と定めています。 

 



定 例 会

議員を派遣する。

1 東播・淡路市議会議長会定例会

(1) 定例会

(2)

(3)

(4) 正副議長

議 員 派 遣 申 出 書

令和３年３月２６日

夢海遊淡路島

　次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１６２条の規定により

目 的

派遣場所

期 間 令 和 3 年 4 月 8 日

派遣議員



南あわじ市議会

議ヽ 長　　長　船　吉　博　　様

令１１３ 年３ 大ｊ ２６日

議会兼営委員会　　へ

委叺長　　 篆　 口　博

Ｍ会 中の 継続 調査 申出書

本委員会 は、 所掌事務のう ち次の事件につい て、 閉会 中の継続調ま をＷする

ぢの と決定したの で、 会議罹乾第１ ０９ 条の規定によ り申 しけｉま す。

１。 事　　件

記

（１ ）議会運営に戛す る事癢

（２ ）議会の会議規則、委員会に関する 条例等に関する事項

（３ ）議長の諮問に関する事項

２ｙ 期　限

次回定例会迄

朧付



南あわじ市議会

議　長　　長　船　吉　博　　様

令和 ３年 ３１ ２６日

総務文教常任委員会

委員長　 ．小　ぬ

Ｍ今 中の 継続 調査 中ｍ書

本委員会は、 所管事務のう ち次の事件について、 Ｍ会中の継続調まをでｌする

もの と決定したので、 会議規ｍ第１ ０９ 条の規定によ り申 しｉます。

記

１． 事　　件

（１ ）市の総合的を画、調整について

（２ ）行財政計画について

（３ ）市有財産の維持管ｊｌと 財源の確保につい て　　　　　　　　　・
－・

（４ ）情報化の推まについて　　　　’

（５ ）離島振興筒策について

（６ ）国際交流八び友好市回］‘の 調ヨをについて

（７ ）人権施策について

（８ ）消 防・ 防災篶策 の推進について
Ｓ

（９ ）教育の充実 ・ズイヒ、ス ポーツの振興と関係施鼈のを備について

（１ ０） 青夕年のせを育成について

（１ １） き拳管ミ委員会、 を氈委員、固定資蒐評価審を委員会に関する こと

２． 期　　限

次回定例会ｉｉＳ



南あわじ市議会

議　長　　長　船　 吉　博　　様

令和 ３年 ３ｊ ２６日

産業厚生常任委員会

副委員長　　月］ 部　久

Ｍ会 中の 継続 調査 申出書

＝言言千晉
諳に胤尚古
言言言白
証言Ｕ」径回

本委員会 は、 所管事務のう ち次の事件につい て、 現会 中の継続調ををＪＷする

もの と決定しためで、 会議規覧第１ ０９ 条の規定によ り申 しｍます。

記

１． 事　 件ヽ　≒

（１ ）税の賦鼈徴鼈について

（２ ）生ほ環境の整備推進について

（３ ）福祉筧策について

（４ ）介護保険と 高齢化社会が策について

（５ ）【Ｋ療体制 と健康づ くり の推進について
ａ

（６ ）商工業八び観光の振Ｓについて

（７ ）農業振興の推まについて
１

（８ ）水産振興の推進について

（９ ）・都市ま備事業の推ｔについて

（１ ０） 下水道事業の推進について

（１ １） 農業委員会に関すること

２。 期　　限

次回定例会迄



南あわじ市議会

議長　 長船 吉． 博　様

令和 ３年 ３ｊ ２６日

議会ま報霍、聴常任委員会

委員長　　 北条　志津

鶚会 中の 継続一調 を申 芭書

本委員会は、 所管事務のう ち次の事件について、 Ｍ会中の継続調まを要する

もの と決定したので、 会議規ｍ第１ ０９ 条の規定によ り申 しけｉま す。

記

１。 事　　件

（１ ）議会宙、報誌に関する事項

（２ ）議会報告会に関する 事項

（３ ）議会ホｓム ペー ジに 関す る事項

（４ ）議会ラ イブＳ信、録画髱信に関する事項

（５ ）その他議会霍、報ぶ聴き動に関する事項

２。 期　　限

次回定例会迄


